
  

地区街づくり計画とは、 
世田谷区街づくり条例に位置づけられるものであり、その地区の特徴に応じた街づくりのルールを住

民と区が一緒になって考え、街づくりの目標、街づくりに関する必要なルールを定め、地域の皆さま

のご協力をいただきながら進めていくものです。 

太子堂四丁目地区では、建物の壁面後退や敷地分割時の最低敷地規模、建物の高さなどの定められた

ルールに従い、建て替えごとに街づくりが進められています。

新たな防火規制とは、 
東京都建築安全条例第７条の３に基づき、地震などの災害発生時に火災などの危険性 

が高い区域を指定し、個々の建築物の建て替えに際して防火性の高い建築物へ誘導する 

ことを目的としています。 

原則として、区域内のすべての建築物が耐火建築物又は準耐火建築物となります。 

変更なし 

▼区域指定後（現在）▼

■相談・お問い合わせ、届出窓口■

世田谷区 世田谷総合支所街づくり課 

〒１５４－８５０４ 世田谷区世田 谷４－２１－２７ 西棟２階

電 話：０３－５４３２－２８７２（直通） 
F A X：０３－５４３２－３０５５ 
世田谷区のホームページ：http://www.city.setagaya.lg.jp 

地区街づくり計画の

届出 

調査 

相談 

建築確認 

申請 
工事 

着手 

工事着手の 30 日以上前 

世田谷総合支所街づくり課 

届出書

提出 

適合通知書交付 

又は 

要請・勧告 

確認済証 

交付 

確認申請 

建築主事(都・区) 

又は指定確認検査機関 

事前相談※ 

～届出が必要な行為～

・土地の区画形質の変更

・建築物の建築又は工作物の建設

・建築物等の用途の変更

・建築物等の形態又は意匠の変更

・木竹の伐採

個々の建築物の建て替えにより防火性の高い建物へ誘導することを目的とし、太子堂四丁目地区全域が、

東京都建築安全条例の第７条の３に規定する「新たな防火規制」の区域に指定されています。 

原則としてすべての建築物が耐火建築物または準耐火建築物となります。

地区内で新築、建て替えなどを行う方は、工事着手の30日前で、かつ建築確認申請の前までに世田谷

区への届出が必要です。新築や建て替えなどをお考えの方は、まず、世田谷総合支所街づくり課までご

相談ください。 

■住宅系地区、近隣商業地区

■商業業務文化地区

決定：平成１０年８月３日告示・施行  世田谷区告示第２４０号 

変更：平成１８年５月２６日告示・施行 世田谷区告示第４６７号

告示日：平成２０年３月２８日 施行日：平成２０年５月１日

新 た な 防 火 規 制 

事前相談から工事着手までの流れ 

太子堂四丁目地区

２０１９．１ 

※茶沢通り沿い「三軒茶屋銀座商店街 街づくり協定指定区域」については、商店街振興組合と事前の調整を行ってください。

http://www.city.setagaya.lg.jp
Urata101
フリーテキスト
https://www.city.setagaya.lg.jp



建物利用・土地利用等

地区の区分 商業業務文化地区 近隣商業地区 住宅系地区

用途地域 商業地域 近隣商業地域 第一種住居地域 

建築物の構造 ̶ 新たな防火規制（裏表紙参照）による構造とする 

建築物等の用途の制限 ̶ 
運動施設、ホテル・旅館等

は建築してはならない 

建築物の敷地面積の最低限度 ̶ 
６０㎡（Ｈ18 年５月 26 日告

示前に分割された敷地は適用外） 

壁面の位置の制限 ̶ 
敷地を分割する場合は、分

割前隣地境界から５０ｃｍ 

建築物の高さの最高限度 ̶ １５ｍ 

形態または意匠の制限 周辺の迷惑となる屋上ネオン等は設置できない ̶ 

垣又はさくの構造の制限 接道部におけるブロック塀は高さ６０ｃｍ以下とし、生垣化、緑化に努める 

狭あい道路の整備促進 
道路幅員４ｍの確保と道路状整備、すみきり確保 

道路拡幅部分の電柱と支障物の撤去・移設 

共同住宅の管理等 
共同住宅・長屋建て住宅は住戸専用床面積１８㎡以上、自転車・バイク置場の付置、

ゴミ置場設置内容の清掃事務所協議 

 

重点路線等の計画 
①東西の通り ○道路中心から３ｍの壁面後退

○塀の改善と緑化・すみきり確保②公園の通り

③目青通り ○道路中心から３ｍの壁面後退

④西友脇の通り ○９ｍ幅員に拡幅しバリアフリー化

⑤茶沢通り※（裏面参照）
○商店街協定に基づき１階部分の壁面を原則１ｍ後退

○歩道を滑りにくく改修

⑥烏山川緑道通り抜け道

（通り抜け箇所整備済）
○緑道と地区内東西方向の道とをつなぐ道

⑦線路際の道（通り抜け箇

所整備済）

○キャロットタワー外周道路および西太子堂駅から教学院参

道に至る道

⑧教学院東の通り ○キャロットタワー外周道路と東西の通りとをつなぐ道

⑨ＮＴＴ脇の通り ○世田谷通りから地区内に入る道

●公園の拡張と広場の新設
○西太子堂公園の拡張<整備済>
○住宅系地区内重点路線沿道の要所に広場を整備

●主要生活道路 12７号線

の整備推進

○幅員と位置を検討し、整備を推進

○沿道は不燃化を推進

１．防災街づくりと連携した軌道敷の整備に努めます

２．軌道敷・沿線の緑化など、車窓から見ても美しい風景をつくります

●街づくりの目標
「安全で住みやすく快適な街づくり」を進めます。

○特に防災まちづくりの推進に力をいれ、狭あい道路を改善して消防活動などが困難な区域を早期に解消し

ます。

重点路線の沿道を中心に、建て替えの際に建物の耐震化･不燃化、塀の改善と緑化を進め、街並みの整った

緑豊かな環境をつくります。

○商業・業務・文化の拠点にふさわしい安全で賑わいのある商店街をつくります。

○三軒茶屋の駅施設、駅周辺の主要公共施設・主要道路のバリアフリー化を進めます。

●街づくりの進め方
○住民・行政・事業者の参加と協力により進めます。地域住民・地域団体と提携して、安全ですみやすく快適

な街をつくり、育てます。

○「積極的修復型」街づくりを進めます。整備効果の高い箇所の改善を優先し、出来るところから、話し合い

ながら、取り組みます。

●街をつくる、育てる活動
地区整備だけでなく地域の多様な課題--放置自転車・防災・防犯・交通安全・環境などについて話し合い、

ルールをつくり、活動するなど、住民が主体となって行う「街をつくる、育てる活動」を支援します。

0     100m 

②公園の通り

③目青通り

④西友脇の通り

⑨ＮＴＴ脇の通り

⑦線路際の道

⑥烏山川緑道

通り抜け道

⑧教学院東の通り

⑤茶沢通り

主要生活道路

１２７号線

<整備済>

①東西の通り
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区域面積 14.8ｈａ 

⑥烏山川緑道通り抜け道
⑦線路際の道
⑧教学院東の通り

③目青通り ⑤茶沢通り①東西の通り
②公園の通り

太子堂四丁目地区 地区街づくり計画図 

●街づくりの計画

太 子 堂 四 丁 目 地 区 地 区 街 づ く り 計 画 

 重点路線  

(４ｍ道路整備) 

(不燃化推進、塀の改善等)

重点路線-壁面後退 

(茶沢通り１階部分１ｍ)

重点路線 

(壁面後退・拡幅) 

(不燃化推進、塀の改善等)

公園等拡張新設

主要生活道路概略線

世田谷線整備との連携

60 ㎡以上 

① 敷地分割の場合、各敷地

は 60 ㎡以上とし、分割前の

敷地の隣地境界線から建物

を 50 ㎝以上離します。建物

は不燃化します。 

③道路幅員４ｍの確保と道路

状整備、すみきり確保。通行の

妨げになるものを路上に置か

ず、電柱は道路端に寄せます。 

②ブロック塀は 60 ㎝まで。

生垣等で緑化します。 

60cm 




